
○
消
費
者
庁
を
含
む
各
府
省
庁
で
進
め
ら
れ
る
消
費
者
政
策
の
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
、
消
費
者

基
本

計
画

が
３
期

に
わ

た
り
閣

議
決

定
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
。

（
※

）
現
行
の
第
３
期
計
画
は
、
平
成
2
7
年
３
月
閣
議
決
定
（
計
画
期
間
：
2
0
1
9
年
度
ま
で
）

○
現
行
計
画
の
閣
議
決
定
後
に
お
い
て
も
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
加
速
度
的
な
拡
大
な
ど
、
消
費
者
を
取
り
巻
く

状
況
に
は
大
き
な
環
境
変
化
が
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
消
費
者
被
害
の
内
容
も
変
化
。

○
第

４
期

計
画

は
、
消

費
者

庁
が

発
足

後
1
0
年

の
節

目
（
2
0
1
9
年

）
を
迎

え
た
翌

年
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技

大
会

の
開

催
さ
れ

る
2
0
2
0
年

度
を
初

年
度

と
し
て
策

定
さ
れ

る
も
の

。

○
第

４
期

計
画

の
策

定
を
的

確
に
進

め
ら
れ

る
よ
う
、
2
0
1
7
年

1
0
月

か
ら
「
第

４
期

消
費

者
基

本
計

画
の

あ
り
方

に
関

す
る

検
討

会
」
を
開

催
し
、
2
0
1
8
年

７
月

中
間

取
り
ま
と
め
、
2
0
1
8
年

末
を
目

途
に
最

終
取

り
ま
と
め
を
行

う
予

定
。

○
消
費
者
庁
を
含
む
各
府
省
庁
で
進
め
ら
れ
る
消
費
者
政
策
の
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
、
消
費
者

基
本

計
画

が
３
期

に
わ

た
り
閣

議
決

定
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
。

（
※

）
現
行
の
第
３
期
計
画
は
、
平
成
2
7
年
３
月
閣
議
決
定
（
計
画
期
間
：
2
0
1
9
年
度
ま
で
）

○
現
行
計
画
の
閣
議
決
定
後
に
お
い
て
も
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
加
速
度
的
な
拡
大
な
ど
、
消
費
者
を
取
り
巻
く

状
況
に
は
大
き
な
環
境
変
化
が
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
消
費
者
被
害
の
内
容
も
変
化
。

○
第

４
期

計
画

は
、
消

費
者

庁
が

発
足

後
1
0
年

の
節

目
（
2
0
1
9
年

）
を
迎

え
た
翌

年
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技

大
会

の
開

催
さ
れ

る
2
0
2
0
年

度
を
初

年
度

と
し
て
策

定
さ
れ

る
も
の

。

○
第

４
期

計
画

の
策

定
を
的

確
に
進

め
ら
れ

る
よ
う
、
2
0
1
7
年

1
0
月

か
ら
「
第

４
期

消
費

者
基

本
計

画
の

あ
り
方

に
関

す
る

検
討

会
」
を
開

催
し
、
2
0
1
8
年

７
月

中
間

取
り
ま
と
め
、
2
0
1
8
年

末
を
目

途
に
最

終
取

り
ま
と
め
を
行

う
予

定
。

【
構

成
員

（
敬

称
略

）
】

阿
部

美
雪

（
公
社
）
全
国
消
費
生
活
相
談
員
協
会
専
務
理
事

伊
藤

弘
憲

愛
知
県
県
民
文
化
部
県
民
生
活
課
長

浦
郷

由
季

（
一
社
）
全
国
消
費
者
団
体
連
絡
会
事
務
局
長

小
島

茂
（
公
財
）
連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
客
員
研
究
員

川
廷

昌
弘

（
株
）
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
グ
ル
ー
プ

広
報
・
Ｉ
Ｒ
室
Ｃ
Ｓ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
推
進
担
当
部
長

坂
本

有
芳

鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
准
教
授

首
藤

由
紀

（
株
）
社
会
安
全
研
究
所
代
表
取
締
役
所
長

千
葉
惠
美
子

大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
教
授

中
原

茂
樹

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
・
法
科
大
学
院
長
（
座
長
代
理
）

拝
師

徳
彦

弁
護
士
、
全
国
消
費
者
行
政
ウ
ォ
ッ
チ
ね
っ
と
事
務
局
長

長
谷
川
雅
巳

（
一
社
）
日
本
経
済
団
体
連
合
会
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
本
部
長

宮
木
由
貴
子

（
株
）
第
一
生
命
経
済
研
究
所
調
査
研
究
本
部

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
研
究
部
主
席
研
究
員

森
光
康
次
郎

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科
教
授

山
本

和
彦

一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
（
座
長
）

第
４
期

消
費

者
基

本
計

画
の

あ
り
方

に
関

す
る
検

討
の

状
況

第
１
回
検
討
会
の
様
子

【
検

討
会

の
開

催
状

況
】

・
第

１
回

平
成

2
9
年

1
0
月

3
0
日

・
第

２
回

平
成

2
9
年

1
2
月

８
日

・
第

３
回

平
成

3
0
年

２
月

６
日

・
第

４
回

平
成

3
0
年

３
月

1
3
日

・
第

５
回

平
成

3
0
年

４
月

1
0
日

・
第

６
回

平
成

3
0
年

５
月

１
日

・
第

７
回

平
成

3
0
年

５
月

2
9
日

・
第

８
回

平
成

3
0
年

６
月

６
日

・
第

９
回

平
成

3
0
年

６
月

2
6
日

資
料
３



「
第

４
期

消
費

者
基

本
計

画
の

あ
り

⽅
に

関
す

る
検

討
会

」
中

間
取

り
ま

と
め

に
つ

い
て


20
20
年
度
〜
20
24
年
度
の
第
４
期
消
費
者
基
本
計
画
の
あ
り
⽅
を
検
討

社
会
経
済
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
た
、
新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
消
費
者
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
重
要
な
視
点
に
つ
い
て
意
⾒
交
換


本
年
７
⽉
に
中
間
取
り
ま
と
め
。
本
年
末
に
最
終
取
り
ま
と
め
を
⾏
っ
た
後
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
消
費
者
庁
を
中
⼼
に
次
期
基
本
計
画
を
⽴
案


20
20
年
度
〜
20
24
年
度
の
第
４
期
消
費
者
基
本
計
画
の
あ
り
⽅
を
検
討

社
会
経
済
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
た
、
新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
消
費
者
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
重
要
な
視
点
に
つ
い
て
意
⾒
交
換


本
年
７
⽉
に
中
間
取
り
ま
と
め
。
本
年
末
に
最
終
取
り
ま
と
め
を
⾏
っ
た
後
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
消
費
者
庁
を
中
⼼
に
次
期
基
本
計
画
を
⽴
案

①
消

費
者

基
本

計
画

消
費
者
基
本
法
第
９
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
⻑
期
的
に
講
ず
べ
き
消
費
者
政
策
の

⼤
綱
及
び
消
費
者
政
策
の
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

閣
議
決
定

（
現
⾏
計
画
：
20
15
年
度
〜
20
19
年
度
）

②
検

討
会

の
メ

ン
バ

ー

阿
部

美
雪

（
公
社
）
全
国
消
費
⽣
活
相
談
員
協
会
専
務
理
事

伊
藤

弘
憲

愛
知
県
県
⺠
⽂
化
部
県
⺠
⽣
活
課
⻑

浦
郷

由
季

（
⼀
社
）
全
国
消
費
者
団
体
連
絡
会
事
務
局
⻑

⼩
島

茂
（
公
財
）
連
合
総
合
⽣
活
開
発
研
究
所
客
員
研
究
員

川
廷

昌
弘

（
株
）
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
グ
ル
ー
プ

広
報
・
Ｉ
Ｒ
室
Ｃ
Ｓ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
推
進
担
当
部
⻑

坂
本

有
芳

鳴
⾨
教
育
⼤
学
⼤
学
院
学
校
教
育
研
究
科
准
教
授

⾸
藤

由
紀

（
株
）
社
会
安
全
研
究
所
代
表
取
締
役
所
⻑

千
葉

惠
美
⼦

⼤
阪
⼤
学
⼤
学
院
⾼
等
司
法
研
究
科
教
授

中
原

茂
樹

東
北
⼤
学
⼤
学
院
法
学
研
究
科
教
授
・
法
科
⼤
学
院
⻑
《
座
⻑
代
理
》

拝
師

徳
彦

弁
護
⼠
、
全
国
消
費
者
⾏
政
ウ
ォ
ッ
チ
ね
っ
と
事
務
局
⻑

⻑
⾕
川

雅
⺒

（
⼀
社
）
⽇
本
経
済
団
体
連
合
会

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
本
部
⻑

宮
⽊

由
貴
⼦

（
株
）
第
⼀
⽣
命
経
済
研
究
所
調
査
研
究
本
部

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
研
究
部
主
席
研
究
員

森
光

康
次
郎

お
茶
の
⽔
⼥
⼦
⼤
学
⼤
学
院
⼈
間
⽂
化
創
成
科
学
研
究
科
教
授

⼭
本

和
彦

⼀
橋
⼤
学
⼤
学
院
法
学
研
究
科
教
授
《
座
⻑
》
※

五
⼗
⾳
順
、
敬
称
略

※
平
成
3
0
年
６
月
2
6
日
時
点

③
今

後
の

予
定

【
検

討
会

取
り

ま
と

め
】

○
20
18
年
12
⽉
頃
ま
で

…
各
府
省
庁
、
関
係
団
体
等
と
の
意
⾒
交
換
等

○
20
18
年
12
⽉
頃

…
検
討
会
の
最
終
取
り
ま
と
め

【
第

４
期

消
費

者
基

本
計

画
策

定
】

○
20
19
年
度

…
消
費
者
庁
で
計
画
案
を
作
成

…
消
費
者
委
員
会
（
新
計
画
案
の
諮
問
・
答
申
）

…
消
費
者
政
策
会
議
（
新
計
画
案
を
決
定
）

…
閣
議
決
定
（
新
計
画
を
公
表
）

○
20
20
年
度
〜

…
第
４
期
消
費
者
基
本
計
画
開
始



・
⾼
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進

展
、
技
術
⾰
新
の
進
⾏
に
よ
り
産
業
構
造
が
変
化

・
消
費
者
の
⽣
活
の
利
便
性
は
⾶
躍
的
に
向
上

消
費

者
政

策
の

視
点

【
１
健
全
な
消
費
⽣
活
環
境

(1
) 

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ

へ
の

対
応

・
消
費
者
の
主
体
的
な
⾏
動

企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
に
配
慮
し
た
経
営

投
資
家
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資

を
促
進
す
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の

達
成
に
貢
献

(2
) 

国
際

化
の

進
展

へ
の

対
応

・
電
⼦
商
取
引
、
リ
テ
ー
ル
決
済
等

に
つ
い
て
、
国
際
的
に
協
調
し
た
消

費
者
政
策
の
展
開

・
訪
⽇
外
国
⼈
旅
⾏
者
数
の
増
加

(政
府
⽬
標
：
20
30
年
に
6,
00
0万

⼈
)

に
伴
う
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応

を
強
化

【
１
健
全
な
消
費
⽣
活
環
境

(1
) 

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ

へ
の

対
応

・
消
費
者
の
主
体
的
な
⾏
動

企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
に
配
慮
し
た
経
営

投
資
家
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資

を
促
進
す
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の

達
成
に
貢
献

(2
) 

国
際

化
の

進
展

へ
の

対
応

・
電
⼦
商
取
引
、
リ
テ
ー
ル
決
済
等

に
つ
い
て
、
国
際
的
に
協
調
し
た
消

費
者
政
策
の
展
開

・
訪
⽇
外
国
⼈
旅
⾏
者
数
の
増
加

(政
府
⽬
標
：
20
30
年
に
6,
00
0万

⼈
)

に
伴
う
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応

を
強
化

(1
) 

⾼
度

情
報

通
信

社
会

の
進

展
へ

の
対

応
・
AI
、
Io
T等

の
⾰
新
技
術
の
進
展
を
踏

ま
え
た
消
費
者
政
策
の
推
進

・
消
費
者
の
利
便
性
向
上
と
消
費
者
保

護
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
た
ル
ー

ル
の
策
定

・
電
⼦
商
取
引
に
お
け
る
紛
争
増
加
に

対
す
る
迅
速
な
解
決
⼿
段
の
構
築
（
AI

の
活
⽤
、
オ
ン
ラ
イ
ン
AD
R等

）

(2
) 

⾼
度

情
報

通
信

社
会

に
対

応
し

た
消

費
者

保
護

・
デ
ー
タ
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
等
個
⼈

が
⾃
⼰
の
デ
ー
タ
を
適
切
に
管
理
で
き

る
環
境
の
整
備

・
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
フ
リ
マ

サ
ー
ビ
ス
等
の
取
引
に
つ
い
て
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
全
体
を

捉
え
た
ル
ー
ル
策
定

・
若
者
世
代
に
向
け
た
広
報
・
相
談
受

付
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
積
極
的
に
活
⽤

(1
) 

⾼
度

情
報

通
信

社
会

の
進

展
へ

の
対

応
・
AI
、
Io
T等

の
⾰
新
技
術
の
進
展
を
踏

ま
え
た
消
費
者
政
策
の
推
進

・
消
費
者
の
利
便
性
向
上
と
消
費
者
保

護
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
た
ル
ー

ル
の
策
定

・
電
⼦
商
取
引
に
お
け
る
紛
争
増
加
に

対
す
る
迅
速
な
解
決
⼿
段
の
構
築
（
AI

の
活
⽤
、
オ
ン
ラ
イ
ン
AD
R等

）

(2
) 

⾼
度

情
報

通
信

社
会

に
対

応
し

た
消

費
者

保
護

・
デ
ー
タ
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
等
個
⼈

が
⾃
⼰
の
デ
ー
タ
を
適
切
に
管
理
で
き

る
環
境
の
整
備

・
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
フ
リ
マ

サ
ー
ビ
ス
等
の
取
引
に
つ
い
て
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
全
体
を

捉
え
た
ル
ー
ル
策
定

・
若
者
世
代
に
向
け
た
広
報
・
相
談
受

付
に
Ｓ
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事 務 連 絡  

平成 30年８月 16日  

 

 

都道府県・政令指定都市 消費者行政担当部（局）長 殿  

 

 

消費者庁消費者政策課長  

 

 

 

消費生活センター等における成年後見制度の周知について 

 

 

平素より消費者行政の推進に御尽力いただき、誠にありがとうございます。 

近年、高齢者の消費者被害に関する相談件数が増加し、深刻な社会問題となっ

ています。平成27年３月に策定された消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決

定）では、「判断能力が不十分な者を保護・支援する成年後見制度の活用による

高齢者や障害者の権利擁護を推進する」こととされました。これを受け、消費者

基本計画工程表（平成30年７月22日消費者政策会議決定）において、高齢者や障

害者の権利擁護を推進する観点から、地方公共団体が実施する成年後見制度（後

見、保佐、補助、任意後見制度）の利用促進に向けた取組について、消費生活セ

ンター等を通じて周知を図ることとされております（「消費生活センター等にお

ける成年後見制度の周知について」（平成27年６月30日事務連絡）によっても周

知をお願いしているところです。）。 

 成年後見制度の利用促進については、市区町村において、成年後見制度の市区

町村長申立て及び申立費用や報酬の助成を行う成年後見制度利用支援事業等の取

組が行われているほか、成年後見制度利用促進基本計画（平成29年３月24日閣議

決定）に基づき、全国どの地域に住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が

制度を利用できるような地域体制の構築を目指し、市町村計画の策定や地域連携

ネットワークの中核機関の整備などの施策に取り組むこととされているところで

す。 

 各消費生活センター等において、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判

断能力の不十分な方々に関する消費生活相談がありましたら、相談者の状況に応

じ、成年後見制度の活用も視野に、地域包括支援センター、基幹相談支援センタ

ー、市区町村の福祉担当部局等と連携して対応いただくようお願い申し上げま

す。 



 

あわせて、貴都道府県におかれましては、本事務連絡の内容について、管内の

市区町村への周知をお願いいたします。 

 

（参考１）消費者基本計画及び消費者基本計画工程表（抜粋） 

（参考２）成年後見制度に係る法務省資料 

（参考３）成年後見制度に係る厚生労働省資料 

 

 
【本件連絡先】 

  消費者庁消費者政策課 

堀内 natsuki.horiuchi@caa.go.jp 

竹村 tomo.takemura@caa.go.jp 

   電話：03-3507-8800（内線 2183） 

mailto:natsuki.horiuchi@caa.go.jp


（参考１） 

 

 

○ 消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定） 抜粋 

 

第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

３ 適正な取引の実現  

（１）商品・サービス横断的な法令の厳正な執行、見直し 

  （略） 

さらに、劇場型勧誘などによる詐欺的投資勧誘や健康食品の送り付け商法な

ど高齢者を狙った悪質商法による消費者被害が増加している状況を踏まえ、判

断能力が不十分な者を保護・支援する成年後見制度の活用による高齢者や障害

者の権利擁護を推進する。 

（略） 

 

 

○ 消費者基本計画工程表（平成30年７月22日消費者政策会議決定） 抜粋 

 

３ 適正な取引の実現  

（１）商品・サービス横断的な法令の厳正な執行、見直し 

⑥ 高齢者、障害者等の権利擁護の推進 

高齢者や障害者の消費者被害を防止するため、地方公共団体が実施す

る成年後見制度について、国民生活センターや消費生活センター等の

様々な経路も活用して周知を図る。【消費者庁】 
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